
第
　
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
学
識
罫
丈
書
に
つ
い
て

羅

纂

観
晋
寺
交
書
に
つ
い
て

　
－
1
江
州
行
代
官
ご
湖
水
舟
奉
行
－

　
　
　
交
學
博
士
三
浦
周

　
㎜

行

・
滋
賀
縣
栗
太
郡
怨
讐
（
今
常
盤
村
の
字
こ
な
る
）
な
る
大

慈
山
柴
音
寺
は
今
は
無
住
な
れ
こ
も
、
寺
傳
に
繋
れ
ば
、

聖
徳
太
子
の
本
願
に
依
り
、
秦
河
勝
の
開
基
せ
る
古
刹
な

・
り
こ
い
ふ
。
然
る
に
現
に
縮
髪
に
傳
ふ
る
古
諸
書
。
記
録

は
概
ね
室
町
時
代
以
後
の
も
の
に
し
て
、
就
中
江
局
’
時
代

の
も
の
最
も
多
く
、
天
正
。
文
祓
。
慶
長
年
間
の
も
の
こ
れ

に
次
ぐ
。
此
時
代
の
住
持
（
賢
珍
－
観
昔
寺
由
緒
書
に
糠

れ
ば
、
天
正
十
七
年
二
月
一
日
寂
！
訟
舜
）
は
織
田
信
長

豊
臣
秀
吉
の
信
任
を
受
け
て
軍
務
に
關
吊
し
、
殊
に
寺
院

ε
し
て
珍
ら
し
き
江
州
代
官
余
習
曳
舟
奉
行
な
る
特
殊
の

第
三
號
　
　
一
一
ご
　
（
四
九
九
）

任
務
を
執
り
っ
、
あ
り
し
な
り
。
滑
滑
こ
れ
に
つ
き
て
少

し
く
考
究
す
る
こ
こ
ろ
あ
ら
ん
。

　
　
　
　
二

　
豊
臣
秀
吉
の
時
に
當
り
、
近
江
に
は
到
る
庭
に
共
直
轄

地
あ
り
て
、
代
官
所
を
湧
き
、
代
官
を
以
て
こ
れ
を
管
理

せ
し
め
淀
り
○
而
し
て
観
音
寺
は
懐
子
豊
臣
氏
の
江
州
代

官
の
一
人
に
て
あ
り
し
な
り
。
天
正
十
五
年
九
月
廿
八
日

の
御
亭
入
目
銀
（
秀
吉
朱
印
）
に
認
れ
ば
、
親
音
寺
の
管
理

せ
る
は
、
高
嶋
郡
に
於
て
大
溝
以
下
に
載
千
七
百
四
拾
戴

　
　
　
　
　
ユ
ル
キ

石
豪
勇
、
東
万
木
。
西
万
木
。
三
重
生
に
五
千
五
絵
四
石
墾

斗
四
升
、
若
三
蓋
今
津
両
機
以
下
に
墾
千
六
百
四
拾
四
石

製
斗
五
升
、
新
保
中
庄
に
千
七
百
五
拾
五
石
受
忍
六
升
、

総
計
黄
雲
墾
千
百
九
拾
五
石
八
斗
五
升
あ
り
、
同
十
九
年

五
月
十
七
日
の
愛
山
郡
内
御
貰
入
目
録
（
秀
吉
朱
印
）
に
は

山
さ
鞄
町
以
下
に
萱
萬
八
百
四
拾
六
下
士
斗
五
升
、
其
他

の
小
物
成
へ
山
手
・
よ
し
米
。
油
）
を
合
し
て
総
計
登
萬
八
百

七
十
八
石
三
斗
五
升
あ
り
、
文
緑
二
年
十
月
廿
三
日
の
御



　
手
入
目
録
（
秀
吉
朱
印
）
に
は
江
州
蒲
生
郡
豊
浦
（
上
村
下

　
村
）
中
屋
文
広
愛
智
辛
勝
堂
村
（
前
の
同
郡
目
録
に
見
え

す
）
に
総
計
墾
千
五
石
九
斗
三
升
あ
り
、
叉
同
四
年
八
月

　
八
口
志
賀
郡
御
重
入
昌
錬
（
秀
吉
朱
印
）
に
は
同
居
志
賀
穴

　
生
村
上
坂
本
以
下
に
於
て
八
千
九
石
五
斗
あ
る
を
見
る
。

　
近
江
は
秀
吉
の
最
も
有
力
な
る
財
源
地
の
一
思
り
、
而
し

・
て
親
音
寺
は
實
に
是
等
薩
轄
地
の
斎
宮
こ
し
て
年
貢
（
物

　
成
）
を
徴
棄
し
、
秀
吉
の
命
あ
る
時
は
米
穀
若
し
く
は
こ

　
れ
を
責
却
し
た
る
金
銀
賃
を
京
。
伏
見
。
大
坂
共
他
の
地
方

　
（
朝
鮮
役
の
當
時
に
於
け
．
る
名
護
屋
の
如
き
）
に
回
り
、
後

　
者
に
恕
し
て
は
秀
吉
は
朱
印
の
小
日
記
に
て
こ
れ
を
請
取

　
り
、
総
決
鋒
に
際
し
て
、
其
五
奉
行
よ
b
箕
用
状
を
興
ふ

　
る
を
例
ざ
せ
り
。
文
巌
四
年
八
月
八
日
の
志
賀
郡
御
器
入

　
帳
の
表
紙
に
は
御
代
官
槻
昔
寺
ご
題
せ
る
も
の
あ
り
（
）

　
　
是
等
の
薩
轄
地
よ
り
す
る
魚
油
は
秀
吉
自
家
の
敗
入
に

　
属
す
る
を
以
て
彼
れ
は
親
し
く
其
牧
支
決
算
の
事
を
審
槍

　
し
π
り
き
。
天
正
十
三
年
七
月
軽
目
以
下
の
金
千
請
取
釈

第
　
　
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
槻
音
謬
丈
書
ド
つ
い
イ
、

（
小
臼
記
）
は
秀
吉
が
内
大
臣
た
り
關
臼
だ
り
（
天
正
十
三

年
七
月
＋
一
日
、
秀
吉
内
大
臣
ま
り
關
臼
こ
な
る
）
前
關

臼
た
り
し
時
代
の
も
の
な
れ
ば
、
皆
朱
印
を
押
捺
し
て
手

署
に
代
へ
纏
り
ご
錐
ご
」
も
、
メ
八
正
十
↑
三
年
七
月
湘
卿
μ
。
同
、

八
月
八
臼
・
塾
主
八
月
廿
二
日
・
同
十
月
十
日
の
も
の
に

は
、
宛
名
の
部
分
に
筆
の
浬
び
も
畳
束
な
き
秀
吉
の
自
筆

を
以
て
「
け
ん
ち
ん
」
ご
書
し
、
講
書
十
六
年
十
二
月
廿
八

日
の
張
印
に
は
同
じ
く
「
く
わ
ん
お
ん
寺
」
ご
燃
せ
る
を
見

る
。
而
し
て
長
束
。
増
田
。
石
田
。
徳
善
院
若
し
く
は
長
束
。

増
田
。
徳
善
言
等
の
五
奉
行
中
の
連
署
せ
る
男
用
釈
の
中

に
は
、
例
せ
ば
慶
長
二
年
十
二
月
二
十
九
臼
の
そ
れ
の
如

き
の
本
文
の
末
尾
に
於
て
「
但
慶
長
元
年
免
も
く
ろ
く
上

様
未
期
成
御
聡
候
間
懸
御
越
相
違
訳
義
順
調
追
而
可
導
入

候
」
ご
明
記
せ
る
も
め
り
て
、
共
一
々
秀
吉
の
槍
…
闊
を
経

べ
き
も
の
紀
り
し
を
知
る
べ
く
、
（
駒
井
H
記
文
緑
二
年
十

二
月
十
二
B
の
條
に
、
尾
州
御
給
人
継
子
地
帳
御
恩
入
回

れ
も
帳
面
仕
立
太
閤
襟
肩
乗
懸
御
目
民
部
注
印
淺
野
弾
正

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
・
　
一
一
三
　
（
五
〇
〇
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
槻
音
謬
丈
書
に
つ
い
て

に
爲
持
被
遣
候
ε
見
ゆ
る
も
、
労
讃
に
備
ふ
べ
し
）
文
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
　
ダ
イ
セ

鼠
坊
十
二
月
、
秀
吉
が
粟
太
郡
代
官
喪
心
齋
の
下
代
道
徳

な
る
も
の
、
、
蒲
郡
澁
川
村
の
免
割
に
つ
い
て
、
村
民
ご

共
謀
し
て
七
十
石
を
私
せ
る
を
怒
ウ
、
こ
れ
を
草
津
に
礫

殺
せ
し
事
理
を
思
俘
べ
て
、
其
如
何
に
理
財
上
の
用
意
の

蛍
雪
嚴
密
な
り
し
や
を
窺
ふ
べ
し
O

　
是
等
の
關
係
文
書
は
何
れ
も
漸
片
的
の
も
の
な
が
ら
、

一
こ
し
て
豊
臣
氏
の
財
政
款
態
を
語
る
の
資
料
に
あ
ら
ざ

る
は
な
く
、
其
中
文
面
四
年
十
二
月
十
五
日
の
算
用
猷
に

、
は
、

　
　
　
　
　
　
　
御
茨
印

　
二
二
石
　
・
　
轍
興
澗
躰
粕
一
口
輔
磯
肢
畑
峨
朋
隙
醐
騨
鰍
嚇
鯉

　
　
　
　
　
　
　
樂
を
行
ひ
・
し
時
の
事
な
ろ
べ
・
し
）

・
ざ
見
え
、
叉
慶
長
二
年
十
二
月
廿
九
臼
の
箕
用
状
に
は

　
ニ
ニ
拾
三
石
七
斗
戴
升
四
合

　
　
　
　
　
　
秀
輯
檬
御
三
の
甜
（
餌
）
慶
長
二
年
六
月
十
七
日
み
十

覗
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
廿
九
口
口
ま
で
の
分
野
主
衆
へ
相
一
軸
珊
取
孟
在
之

　
　
　
　
　
　
　
御
朱
印

　
一
七
石
五
斗
　
　
伏
見
山
御
覧
薗
の
丸
に
て
御
三
の
時
ミ
噂
の
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
入
用
但
五
月
廿
一
B
同
廿
七
H
汁
八
日
雨
三
ク
臼

、
第
三
號
　
　
一
一
四
　
（
五
〇
一
）

等
の
記
事
あ
り
。
其
他
各
極
の
見
地
よ
り
し
て
多
く
の
有

露
な
る
資
料
を
提
供
す
。
今
其
二
三
を
畢
げ
ん
か
。

　
（
一
）
石
心
に
於
け
る
物
相
の
一
班
を
徴
す
べ
し
。
引
せ

ば
、

金
チ
一
枚

同同同訓

　豆同　同　同　米
　　し　　ご　こゴ　コ

十　　’・　・　’升
K
廿
九
算
用

v

十廿
六二　　八

へ　　ヘ　　　　へ

同同　　同
）　 ）　　　　 ）

七》
・下
露同
・じ

秀）
吉
朱
印
v．

の
動
し
Q
こ
れ
當
時
の
穀
債
を
知
る
ご
共
に
、
叉
金
銀
相

蕩
の
高
低
を
も
ト
す
べ
き
も
の
な
り
。

　
（
二
）
伏
見
城
の
建
物
の
出
番
及
び
其
建
築
費
（
作
事
入

用
）
の
一
部
を
窺
ふ
べ
し
○
伏
児
城
は
、
秀
吉
が
大
坂
城
を



秀
頼
に
輿
へ
て
自
ら
こ
、
に
居
ら
ん
が
爲
め
、
多
智
三
年

從
來
建
造
し
つ
、
あ
り
し
も
の
に
向
っ
て
更
に
大
規
模
の

修
築
を
施
し
、
或
は
宇
治
川
の
堤
防
を
築
き
、
或
は
諸
國

の
櫻
樹
を
移
植
し
π
り
し
が
、
秀
吉
は
同
四
年
二
月
、
大

坂
城
よ
り
移
っ
て
こ
、
に
居
れ
り
。
藍
浦
導
音
寺
由
緒
書

に
は
文
轍
三
年
伏
見
土
城
秀
吉
公
御
命
に
而
螢
事
相
勤
候

い
び
て
伏
見
城
修
築
の
奉
行
捻
り
し
ご
見
ゆ
。
（
卯
力
九
日

観
暑
寺
に
宛
て
π
る
秀
青
朱
印
に
、
家
を
こ
ほ
ち
候
奉
行

を
可
由
甲
付
候
、
諏
ハ
方
｛
串
念
者
…
候
之
問
如
此
冊
秋
云
々
ざ
い
へ

る
も
の
め
り
）
文
巌
四
年
十
二
月
十
五
臼
の
蒲
生
郡
栗
太

郡
内
外
堅
田
の
御
払
入
…
算
用
状
（
長
束
・
塘
田
。
徳
善
院
連

署
）
に
、

　
　
一
百
五
論
七
石
力
添
五
升

　
　
　
　
　
　
　
　
伏
見
二
之
丸
御
ゆ
ミ
の
四
間
四
方
御
作
事
入
用

　
　
　
　
　
　
　
　
京
升
百
廿
入
七
九
斗
灘
升
分

ご
あ
る
を
始
め
こ
し
て
、
伏
見
城
に
於
け
る
種
々
の
建
築

物
ご
其
廣
荻
及
び
経
費
ご
を
載
せ
π
り
。
何
れ
も
是
等
の

群
書
を
得
て
飴
め
て
知
ら
る
べ
き
新
素
見
の
貴
重
な
る
富

士
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
槻
音
訴
丈
書
ド
つ
い
て

料
こ
す
Q
今
其
建
築
物
の
み
を
摘
録
せ
ん
に
、

　
　
二
七
湯
殿
　
四
間
四
方

　
　
　
同
南
の
方
廊
下
　
三
問
に
一
問

　
　
　
池
水
屋
　
二
間
四
方

　
　
　
雪
隠
　
四
間
宇
に
一
聞

　
　
発
長
老
方
丈
　
十
】
問
に
十
四
間
牢

　
　
　
同
玄
關
　
二
間
に
二
間

　
　
　
励
方
丈
ご
庫
裡
こ
の
聞
の
仕
切
塀
四
聞

　
　
　
別
に
文
緑
三
年
十
一
月
朔
日
秀
吉
朱
印
に
莞
長
老

　
　
　
方
丈
檜
材
目
録
あ
り
、

　
　
向
島
濡
濡
　
四
間
に
十
一
間

　
　
　
飛
悶
屋
　
　
一
問
に
ゐ
ハ
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
方
鰍
）

　
　
　
池
水
屋
　
二
間
四
間

　
　
　
雪
隠
　
↓
問
に
一
間
牢

　
　
　
雪
隠
　
　
一
間
掌
に
二
間
宇

　
　
　
同
塀
　
四
問

　
　
　
抜
黒
黒
さ
十
一
問
幅
四
尺
四
方
．
戸
前
ニ
グ
露

第
三
號
　
　
一
瞬
五
　
（
五
〇
二
）



　
　
　
第
　
一
　
巷
　
　
　
雑
　
　
纂
　
　
　
彌
笠
田
寺
丈
書
に
’
つ
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
一
曲
號
　
　
　
一
　
一
六
　
　
（
五
〇
三
）

　
　
　
同
’
長
さ
三
間
幅
四
尺
四
方
　
　
芦
穴
一
ク
庭
　
　
　
　
下
の
雪
隠
　
一
問
に
一
間
牢
　
　
’

　
慶
長
元
年
秀
吉
、
諸
大
名
に
課
し
で
伏
見
城
南
向
島
に
・
　
　
其
他
北
の
九
習
々
破
損
の
箇
庭
を
も
修
繕
せ
り
。

支
城
を
築
き
し
が
、
其
竣
功
に
先
ち
て
、
岡
年
暦
七
月
の
　
　
　
伏
見
下
の
城
西
の
門
腋
矢
倉
　
二
間
に
十
二
間

大
地
震
の
爲
め
甚
し
く
破
壊
せ
ら
れ
し
か
ば
、
秀
吉
は
更
　
　
　
　
矢
倉
の
物
置
　
二
間
四
方
新
立

に
木
幡
山
を
ト
し
て
エ
を
起
し
、
同
時
に
伏
見
城
を
螢
繕
　
　
　
　
湯
殿
　
三
間
に
四
間
年
立
直
し

せ
b
o
慶
長
二
年
十
二
月
塩
断
臼
の
鐸
用
朕
は
此
地
震
後
　
　
　
　
假
の
局
　
三
間
孚
に
七
三

の
伏
見
城
の
工
事
を
見
る
べ
き
も
の
な
り
。
依
っ
て
叉
其
　
　
　
　
湯
殿
雪
隠
　
二
間
に
三
問
孚

建
造
物
を
左
抄
出
す
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
に
下
の
城
の
假
の
局
を
山
（
伏
見
山
城
な
る

　
　
伏
見
山
城
本
九
局
七
間
に
二
十
一
間
傘
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
し
）
へ
引
け
る
面
頬
見
ゆ
。

　
　
　
同
局
北
の
廊
下
　
一
問
に
二
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舟
入
物
藏
　
四
間
に
十
二
間

　
　
　
同
局
南
の
廊
下
　
一
問
年
に
山
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舟
入
面
識
江
州
よ
り
引
く

　
　
　
同
雪
隠
　
一
問
孚
に
二
間
宇
、
及
び
塀
十
間
　
　
　
　
秀
頼
鷹
匠
長
太
夫
間
　
三
問
孚
に
七
隔
年

　
　
東
の
丸
小
峯
所
　
六
間
直
方
立
疑
義
　
　
　
　
　
　
其
他
輩
に
名
柵
を
墨
げ
し
も
の
に
は
、
伏
見
東
ノ
丸
番
所

　
　
　
同
書
院
　
五
間
宇
に
七
間
孚
立
直
し
　
　
　
　
　
　
松
丸
風
呂
・
湯
殿
。
肴
部
屋
等
あ
り
○
伏
見
城
の
舟
入
に
就

　
　
　
同
書
院
南
の
廊
下
　
一
問
孚
に
二
間
　
　
　
　
　
　
て
は
慶
長
二
年
十
二
月
廿
九
日
の
滋
藤
状
に
、

　
　
北
の
九
假
の
座
所
　
二
間
に
四
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
武
拾
五
石
　
ふ
し
み
御
舟
入
所
々
に
ま
か
せ
ら
れ

　
　
　
湯
殿
雪
隠
　
二
間
年
に
一
問
宇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
候
臼
す
な
千
石
大
津
右
相
屈
車



　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
、
但
車
撒
武
百
五
姶
両
分
、
但

　
　
　
　
　
　
　
　
　
萱
両
に
付
て
一
斗
づ
、
、
す
な
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
車
萱
両
に
宝
石
つ
み
申
候

こ
も
見
ゆ
。
是
等
城
地
の
名
稚
に
は
今
日
の
．
遺
蹟
に
傳
へ

ざ
る
も
の
あ
り
、
高
山
公
船
籔
に
も
十
時
、
水
の
手
の
九

な
る
も
の
、
あ
り
し
こ
ご
見
ね
把
り
○
思
ふ
に
今
の
名
護

屋
帯
は
東
丸
に
し
て
、
松
の
九
は
北
九
な
ら
ん
か
。

　
（
三
）
京
升
ご
近
江
升
こ
の
比
量
の
知
ら
る
～
事
な
り
。

本
文
書
に
櫨
れ
ば
、
年
貢
の
牧
納
を
近
江
升
に
て
な
，
し
、

京
升
に
換
熱
し
て
奉
行
に
引
渡
す
な
り
。
駒
井
日
記
文
轍

三
年
正
月
廿
二
日
の
條
に
、
江
州
御
期
米
三
千
石
近
江
升

に
電
話
於
大
津
、
木
村
常
陸
江
手
遣
、
御
代
官
愚
挙
可
割

符
ご
あ
る
記
事
亦
こ
れ
を
讃
す
べ
し
。
而
し
て
近
江
升
ご

京
升
こ
の
脇
付
如
何
こ
い
ふ
に
、
慶
長
二
年
十
二
月
廿
二

日
、
及
び
四
年
十
二
月
十
六
日
の
算
用
状
に
、
近
江
升
の

石
高
を
京
升
に
換
算
し
て
其
石
高
を
畢
げ
π
り
。
こ
れ
に

労
れ
ば
京
升
の
一
合
は
近
江
升
の
八
勺
三
才
張
に
相
駕
す

　
　
　
第
　
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
槻
音
寺
文
書
に
つ
い
て

る
事
を
知
る
べ
し
〇

　
　
　
　
三

　
秀
吉
の
時
は
湖
上
の
舟
蓮
の
利
用
せ
ら
れ
し
事
亦
前
代

の
比
に
あ
ら
ざ
り
し
が
、
秀
吉
は
又
観
音
寺
を
湖
水
舟
奉

行
こ
し
て
湖
上
一
面
の
船
舶
を
掌
ら
し
め
把
り
Q
南
部
氏
．

所
藏
交
書
に
擦
る
に
、
槻
短
見
の
外
、
石
川
久
五
郎
・
早

川
主
馬
頭
の
二
人
を
以
て
こ
れ
に
任
じ
、
三
奉
行
ご
窪
し
・

居
把
ゲ
○
然
る
に
現
存
の
丈
書
丈
緑
元
年
以
外
の
も
の
は

前
後
皆
槻
音
寺
に
宛
て
、
石
川
。
早
州
両
氏
の
名
見
ぬ
ざ

る
が
如
く
な
る
は
、
或
は
此
三
奉
行
は
一
時
的
の
制
な
り

し
ゃ
も
知
る
べ
か
ら
す
Q
彼
等
は
船
舶
ご
共
に
船
頭
。
癩
．

子
（
水
圭
）
を
も
其
管
下
に
極
せ
し
め
ら
れ
た
う
Q
正
月
廿
・

紀
長
束
正
家
は
當
國
諸
浦
の
船
頭
（
三
奉
行
の
折
紙
に
「
ふ

な
こ
」
ご
記
す
）
の
黙
槍
せ
ら
れ
て
長
濱
に
於
け
る
船
頭
二

十
入
を
奉
行
に
附
け
澱
か
る
、
ご
聞
き
、
其
中
吉
川
三
左
．

衛
門
は
年
來
彼
れ
の
最
も
審
顧
す
る
こ
こ
ろ
に
し
て
、
御

盛
米
保
管
の
公
用
を
も
命
ぜ
る
も
の
な
れ
ば
、
特
に
共
船
・

第
三
號
　
　
　
一
一
七
．
（
五
〇
四
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
雑
．
纂
　
　
灘
酒
寺
丈
書
に
つ
い
て

頭
一
人
を
免
除
せ
ら
れ
ん
ε
を
三
奉
行
に
申
出
で
し
に
，

三
奉
行
は
同
月
廿
三
日
附
の
折
紙
を
蹴
て
こ
れ
を
免
除
せ

．
り
。
宿
意
別
に
親
音
寺
の
吉
川
三
左
衛
門
に
宛
て
セ
る
同

月
骨
八
臼
の
書
状
あ
り
、
文
中
「
就
其
ひ
ら
た
舟
之
儀
も

少
用
捨
候
て
遣
候
」
ご
見
ゆ
。
槻
音
寺
以
下
の
離
奉
行
が

湖
上
の
船
舶
落
主
水
夫
を
遙
退
し
つ
、
あ
り
し
歌
祝
を
窺

ふ
べ
し
○
（
南
部
民
交
書
）
今
轟
音
寺
に
慶
長
六
年
六
月
の

調
査
に
係
る
「
江
州
吉
浦
．
囎
鳩
船
翠
帳
」
（
御
前
の
早

書
）
あ
り
て
、
そ
れ
に
は
舶
舶
の
数
総
計
千
五
百
四
十
六

艘
を
算
ぜ
り
。

　
文
墨
三
年
十
月
置
三
蘇
の
算
用
歌
に
、
朝
妻
。
海
津
土
二

・
屋
。
舟
木
よ
り
大
津
迄
、
材
木
を
積
み
し
船
（
多
き
は
千

八
百
四
十
八
艘
）
及
び
加
子
の
激
。
加
子
の
飯
米
（
一
人

に
世
一
舛
五
合
宛
の
も
の
こ
一
升
二
合
宛
の
も
の
こ
あ
り

）
大
津
よ
り
京
迄
の
駄
賃
（
石
別
五
升
、
大
津
よ
り
伏
見

亦
同
じ
）
、
等
を
載
せ
法
る
も
の
あ
り
。
是
等
の
材
木
は

潜
時
工
事
中
に
あ
り
し
伏
見
城
を
黒
め
京
。
大
城
の
造
螢

　
　
　
　
　
　
　
第
三
凱
　

一
一
八
（
五
〇
五
）

に
使
用
せ
ら
れ
し
も
の
な
る
べ
し
。
構
ほ
慶
長
こ
年
正
月

十
一
日
、
長
束
。
増
田
・
石
田
・
徳
善
院
の
四
奉
行
よ
り
本

丸
大
御
憂
駈
の
御
壷
の
塀
の
下
地
こ
し
て
小
竹
百
五
十
束

を
坂
本
に
渡
さ
ん
事
を
観
音
寺
及
び
大
野
木
氏
に
命
じ
、

同
年
七
月
十
九
日
長
束
。
壇
田
の
三
奉
行
よ
り
松
丸
非
戸
‘

よ
り
御
毫
下
水
棚
迄
の
樋
の
用
こ
し
て
九
寸
の
竹
廿
三
本

を
同
所
に
於
て
渡
さ
ん
事
を
観
音
寺
に
命
じ
、
叉
八
月
四

日
同
人
よ
り
松
九
局
蓮
壷
の
用
こ
し
て
七
寸
の
竹
五
本
を

小
堀
新
介
に
渡
さ
ん
事
を
同
調
に
命
じ
、
八
月
六
日
に
も

同
人
球
り
同
松
丸
覧
の
用
こ
し
て
九
寸
の
竹
廿
一
『
本
を
】

柳
太
郎
右
衛
門
等
へ
引
渡
さ
ん
こ
ご
を
命
癒
る
も
の
あ
り

當
時
大
津
に
は
役
所
あ
り
倉
庫
め
り
て
、
断
謂
江
野
盗
入

代
官
駈
の
藏
米
は
各
地
よ
㌧
し
て
一
旦
こ
、
に
敗
納
せ
ら

れ
把
り
○
故
に
観
音
寺
の
船
改
役
所
も
江
戸
時
代
の
如
く

此
地
に
あ
り
た
る
べ
し
。
寺
が
代
官
こ
し
て
管
理
す
る
ご
・

こ
ろ
は
近
江
の
数
郡
に
止
ま
る
も
、
船
奉
行
こ
し
て
は
國

内
各
地
よ
り
す
る
物
資
の
運
輸
を
総
轄
せ
り
Q
駒
井
日
記



文
緑
二
年
十
月
遅
三
H
の
條
に
一
　
一
千
石
熊
谷
大
膳
β
大

津
に
被
屈
、
槻
音
賛
評
盆
庵
拙
者
（
駒
井
重
勝
）
指
紙
を
遣

ご
あ
る
は
こ
れ
に
了
す
る
も
の
こ
知
ら
る
○
此
他
槻
音
寺

文
書
に
も
、
七
日
關
自
秀
次
の
朱
印
に
、
江
州
北
郡
の
藏

米
千
石
を
大
津
に
取
寄
す
べ
き
を
以
て
、
舟
に
積
み
て
熊

谷
大
膳
方
に
引
渡
す
べ
し
ご
命
せ
る
も
の
あ
り
。
秀
吉
の

屡
々
大
津
に
赴
き
し
は
亦
こ
れ
が
観
察
の
用
務
を
帯
び
覚

る
に
て
も
あ
る
べ
し
Q

　
次
に
朝
鮮
役
の
史
料
こ
し
て
見
る
べ
き
は
・
南
部
氏
文

書
に
天
正
二
十
年
（
文
職
元
年
）
正
月
槻
弓
寺
以
下
三
奉
行

の
書
状
漸
簡
あ
り
、
こ
れ
に
擦
れ
ば
、
長
濱
村
家
撒
高
百

十
間
の
申
十
八
人
は
、
内
所
言
動
入
御
用
の
平
め
に
禺
役
す

べ
き
も
、
個
中
二
人
の
季
田
舟
の
加
子
を
除
き
て
十
六
入

だ
け
重
役
を
印
せ
ら
れ
、
彼
等
は
こ
れ
ご
同
時
に
其
妻
子

に
二
人
扶
持
を
給
せ
ら
れ
、
當
人
も
二
人
扶
持
及
び
配
當

を
上
に
十
石
、
中
に
黒
石
、
下
に
六
石
を
給
せ
ら
る
べ
き

こ
ご
見
ね
漏
り
。
大
津
村
加
子
二
百
人
の
中
三
十
五
人
の

　
　
　
第
一
巻
　
雑
纂
　
齪
音
寺
丈
膚
に
つ
い
て

徴
曝
せ
ら
れ
し
も
亦
こ
れ
ご
同
時
こ
す
。
是
歳
正
月
廿
日
・

長
束
。
増
田
の
両
奉
行
の
蓮
悪
症
に
嬢
る
に
、
近
江
諸
浦
「

の
加
子
上
。
中
。
下
の
三
級
を
定
め
て
其
五
分
の
一
を
召
集
・

せ
ら
れ
し
な
り
。
同
年
二
月
六
日
、
秀
吉
が
観
暑
寺
に
命

じ
て
坂
田
郡
米
一
萬
二
千
石
、
甲
賀
郡
乗
及
び
紳
崎
郡
米

里
一
萬
石
を
大
津
に
運
漕
せ
し
め
π
る
は
、
亦
軍
資
に
充

つ
べ
き
も
の
な
ら
ん
。
文
緑
四
年
十
二
月
十
王
日
の
藏
入
旨

目
録
の
支
出
（
彿
）
の
部
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
儀
印

　
　
一
、
．
拾
五
石
七
斗
三
一
瞳
洲
輔
糊
卑
棘
締
撒
猷
汁
気
轍
鷺
琳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
｝
人
に
五
合
宛

ご
見
ね
、
當
時
近
江
一
國
に
て
召
集
せ
ら
れ
し
加
子
の
総
」

員
百
廿
九
人
に
達
せ
し
な
り
。

　
慶
長
三
年
六
月
十
八
日
詮
舜
の
住
持
た
り
し
日
、
秀
吉
’

は
、
湖
上
往
．
遽
之
船
足
條
々
（
船
手
御
手
印
）
を
定
め
て
こ

れ
を
下
せ
り
。
こ
れ
に
擦
れ
ば
、
湖
上
の
蓮
輸
を
扱
ふ
船
－

舶
は
蓮
賃
こ
し
て
、
五
十
石
面
一
艘
（
船
に
は
大
小
あ
れ

ざ
も
皆
此
割
合
に
准
ず
）
　
一
画
よ
り
湖
北
朝
妻
・
海
津
よ

　
　
　
　
　
　
　
餓
が
　
一
二
號
　
　
　

一
　
一
↓
ル
　
　
（
五
（
）
山
ハ
）



　
　
　
僻
坦
一
胤
讐
　
　
訓
雑
　
｛
薬
　
　
瓢
歯
群
寺
か
く
蛮
日
に
．
つ
い
て

り
山
人
軌
墜
に
至
る
泡
十
・
青
簾
聞
は
㎞
鰍
エ
ー
十
山
指
導
”
五
一
分
宛
を
面

す
る
事
を
許
さ
れ
た
る
代
り
に
、
（
一
）
公
用
ざ
し
て
年
に

銀
子
七
百
枚
宛
を
納
め
、
（
二
）
奉
行
の
切
手
を
以
て
藏
米

材
木
其
他
の
蓮
輸
を
命
ぜ
ら
れ
し
塩
合
に
は
、
一
定
の
順

序
（
こ
れ
を
番
折
こ
い
ふ
。
離
折
順
番
君
b
）
に
基
き
、

其
徴
登
に
癒
す
べ
く
、
．
（
こ
れ
を
公
事
船
こ
い
ふ
即
役
離

な
り
）
叉
（
三
）
毎
日
鯉
五
尾
づ
、
を
納
む
る
事
を
堕
せ
ら

れ
把
り
○
是
よ
り
書
き
、
天
正
十
五
年
、
大
津
の
紫
野
十

六
人
は
秀
吉
の
命
を
受
け
て
船
百
艘
（
班
謂
百
艘
船
な
り
）

を
備
へ
て
大
津
浦
よ
り
す
る
族
客
・
貨
物
悲
曲
の
特
許
を

怨
辛
れ
ば
、
本
舗
の
誌
面
は
受
け
ざ
り
し
な
る
べ
し
。
而
し

て
観
霊
寺
は
織
田
氏
以
來
國
役
の
薄
型
を
免
除
せ
ら
れ
家

り
℃
ご
見
え
、
極
月
廿
七
目
概
音
寺
の
松
羅
右
衛
門
佐
・

・
伊
丹
播
磨
守
に
猛
て
し
勝
継
に
、
先
年
信
長
以
家
御
當
代

笛
叩
々
（
切
々
）
御
國
役
御
座
候
へ
共
今
迄
役
儀
仕
掛
事
無
御

座
候
ご
暗
ゆ
。

　
　
　
　
濁

第
三
號
　
　
一
一
一
〇
（
五
b
七
）

　
慶
長
玉
諾
了
ケ
原
役
後
架
晋
寺
は
家
康
に
仕
へ
て
故
の

如
く
諸
金
鍔
奉
行
に
任
じ
、
近
江
。
大
和
の
中
、
四
萬
石
－

除
（
由
緒
書
）
の
代
官
π
ら
し
め
ら
れ
、
從
っ
て
勘
定
⑲
寺
、

舐
両
奉
行
の
支
配
に
属
せ
り
。
其
船
改
極
印
所
は
大
津
観

音
寺
町
に
あ
り
て
寺
侍
元
る
船
改
役
專
ら
其
事
務
を
管
掌
・

せ
り
。
稲
甲
の
内
業
を
極
印
こ
な
し
、
其
離
に
は
秀
吉
よ

り
賜
れ
り
こ
い
ふ
山
之
法
団
．
槻
昔
寺
の
交
字
あ
る
窯
印
織
、

を
立
つ
○
貞
享
二
年
朝
舜
の
代
に
至
り
て
観
昔
寺
は
舟
奉

行
を
罷
め
ら
れ
（
江
州
湖
水
離
奉
行
次
第
）
叉
代
官
を
も
免

ぜ
ら
れ
陀
り
。
母
音
寺
は
黒
く
の
如
き
俗
務
に
漁
り
し
だ

け
、
遥
々
に
比
類
な
き
特
殊
の
寺
院
制
を
有
し
、
交
政
七

年
正
月
上
申
の
歯
型
書
に
擦
れ
ば
、
當
寺
は
天
台
宗
な
る

も
、
無
本
寺
・
無
末
寺
に
し
て
、
代
々
法
弟
無
尽
こ
し
京
都

の
公
卿
清
水
谷
家
の
子
弟
其
附
弟
こ
な
り
日
光
輪
王
寺
門
’

主
に
就
て
得
度
し
、
院
室
を
預
り
、
正
院
家
こ
な
る
〇
三
十

歳
に
し
て
継
僧
正
こ
な
り
、
四
十
歳
に
し
て
正
に
轄
じ
、
五

十
歳
に
し
て
大
信
正
の
極
宮
に
昇
る
Q
毎
年
正
月
墾
回
し



て
天
顔
を
拝
し
、
叉
幕
府
に
詣
っ

て
將
軍
に
落
せ
り
。

　
然
ら
ば
槻
音
寺
の
江
州
代
官
及

び
湖
水
舟
奉
行
仁
り
し
は
何
時
に

始
ま
れ
る
や
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

寺
記
を
始
め
其
他
の
記
録
に
も
一

こ
し
て
定
説
あ
る
を
架
す
。
江
州

湖
水
離
奉
行
次
第
に
は
天
文
十
四

年
よ
り
天
正
二
年
迄
早
崎
尊
慮
船

奉
行
こ
し
て
大
津
牟
藏
町
に
居
り

し
を
、
信
長
の
時
、
こ
れ
を
罷
め

て
観
音
寺
慶
明
に
代
へ
託
り
こ
い

ひ
、
國
華
萬
葉
集
槻
音
寺
の
條
に

’
は
、
天
文
十
四
年
湖
水
総
司
及
び

代
官
を
寺
務
こ
せ
り
こ
い
ひ
、
・
前

書
の
記
事
ご
呪
符
，
せ
す
○
然
る
に

　
　
　
第
一
巻
　
　
雑
纂

槻
出
旦
守
丈
書
に
つ
い
て

　
其
繋
馬
な
き
は
皆
一
な
り
Q
是
に
於

　
て
余
は
観
音
寺
の
開
基
に
遡
ゆ
て
講

　
究
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
。

　
　
近
江
は
古
代
文
化
の
早
く
光
被
せ

　
る
こ
こ
ろ
に
し
て
、
此
方
面
の
如
き

音　
も
其
地
湖
水
に
沿
う
て
早
く
開
明
に

寺　
赴
き
π
り
し
が
如
く
、
安
聞
天
皇
の

本　
時
外
に
葦
浦
屯
倉
を
置
か
れ
し
こ
ご

堂　
あ
夢
。
當
國
の
寺
院
は
李
安
朝
以
來

掬
多
く
延
暦
寺
の
併
合
す
る
所
こ
な
れ

矧
り
ざ
は
い
へ
、
奈
良
朝
時
代
は
、
南

麟
都
諸
大
寺
の
奪
少
か
享
し
て
・

撃
一
室
も
各
巴
里
奪
ケ
。
長
日

．
寺
の
如
き
も
，
享
徳
二
年
九
月
廿
六

　
日
の
室
町
將
軍
家
御
敷
書
（
細
川
勝

　
元
奉
書
）
に
は
普
御
寺
の
末
寺
ご
註

　
さ
る
O
互
い
つ
し
か
本
寺
を
離
れ
し

　
策
三
號
　
　
一
一
＝
　
　
（
五
〇
八
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
槻
音
毒
丈
書
に
つ
い
て

後
も
、
宗
旨
は
天
台
宗
な
り
し
が
、
大
安
寺
三
綱
記
に
、

燦
音
寺
、
在
二
栗
太
郡
簾
浦
一
、
俗
房
二
十
八
宇
、
公
文
一

．
人
、
聖
徳
太
子
御
本
願
、
秦
川
勝
開
基
、
中
興
白
鳳
二
年

法
隆
寺
沙
門
畳
盛
法
師
天
否
三
年
再
建
、
爲
二
三
論
著
派
一

云
々
ご
見
ゆ
る
に
擦
れ
ば
開
基
は
頗
る
古
く
、
後
年
城
七

大
寺
の
一
な
る
大
安
寺
の
末
寺
こ
な
り
て
三
論
宗
に
配
し
．

淀
り
し
な
り
。
野
洲
郡
守
山
の
野
洲
寺
即
ち
守
山
寺
の
如

き
も
、
今
は
天
台
宗
な
る
が
、
も
こ
大
賛
寺
の
僧
眞
義
の

■
開
基
す
る
こ
こ
ろ
な
り
き
。
又
大
安
寺
の
行
色
の
開
基
に

係
る
束
淺
井
郡
の
速
水
寺
は
大
安
寺
こ
い
ひ
、
新
鉱
村
名

こ
な
り
て
ム
コ
に
呈
せ
り
。
而
し
て
更
に
天
季
十
九
年
の
大

安
寺
資
財
帳
を
閲
す
れ
ば
、
か
、
る
事
態
の
決
し
て
偶
然

な
ら
ざ
る
を
悟
ら
ん
○
當
時
大
安
寺
の
荘
園
は
多
く
近
江

の
諸
方
に
散
在
し
、
水
田
二
百
十
六
町
九
段
六
十
八
歩
の

中
、
大
和
の
六
十
町
三
段
三
百
歩
に
慰
し
て
、
近
江
は
實

に
百
五
十
⊥
西
町
｝
九
段
百
廿
八
歩
を
占
め
ヤ
∵
9
0
戯
ハ
他
言
寺

の
蕪
園
の
此
國
に
見
ゆ
る
も
の
術
ほ
六
威
あ
り
、
栗
太
郡

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
二
ご
　
（
五
〇
九
）

　
　
い
ば
れ

蕊
浦
輔
導
に
は
其
荘
倉
一
庭
あ
り
し
ご
い
ふ
○
こ
、
に
荘

倉
の
置
か
れ
し
は
其
湖
水
に
近
く
運
輸
の
便
あ
り
し
に
依
・

る
こ
ご
い
ふ
迄
も
な
し
。
轟
音
寺
が
其
本
寺
の
罷
め
、
是
’

等
寺
領
の
管
理
を
な
せ
る
こ
ご
断
じ
て
な
し
ご
い
ふ
べ
か

ら
す
○

　
古
へ
交
通
の
不
便
な
り
し
時
代
に
は
、
往
々
大
河
々
畔

の
寺
院
に
俵
入
を
彼
岸
に
渡
す
べ
き
離
舶
を
奇
き
、
若
し
・

く
は
橋
梁
を
守
ら
し
め
て
佛
者
が
人
畜
濟
度
の
最
善
の
方

便
ご
℃
π
り
き
。
所
望
橋
寺
是
な
り
Q
さ
れ
ば
観
音
寺
の

如
き
も
往
時
既
に
其
船
舶
を
有
し
て
湖
上
の
交
通
に
便
し
．

族
客
の
困
苦
を
救
ひ
し
こ
ご
亦
絶
え
て
な
し
ご
い
ふ
べ
か

ら
す
○
さ
す
れ
ば
彼
寺
領
の
代
官
ご
共
に
其
江
州
代
官
、

湖
水
舟
奉
行
π
る
遠
因
こ
し
て
考
へ
得
ら
れ
ざ
る
に
あ
ら
．

す
ご
錐
ご
も
、
両
者
共
何
等
函
嶺
め
卜
す
べ
き
も
の
な
き
・

な
り
。
然
る
に
載
國
時
代
に
及
び
幕
府
…
は
將
軍
の
代
官
こ

し
て
観
音
寺
を
毎
月
、
日
吉
山
王
に
墾
講
せ
し
め
、
（
薦
浦
、

槻
音
寺
由
緒
書
に
、
日
吉
山
王
論
鋒
事
船
興
行
論
難
事
ご
・



あ
り
、
常
時
或
は
既
に
此
種
の
祭
事
に
關
係
せ
し
な
ら
ん

か
）
殊
に
坂
本
独
來
の
公
用
を
命
じ
た
り
こ
て
諸
關
の
奉

行
及
び
志
群
肝
に
封
ず
る
過
所
を
給
せ
り
○
支
那
学
は
槻

暑
寺
に
近
き
湖
上
の
要
津
な
り
。
更
に
六
角
承
祓
が
九
月

廿
三
目
槻
煙
寺
に
宛
て
し
画
肌
を
見
れ
ば
、
大
津
に
め
る

甲
賀
の
鵜
飼
の
許
に
預
け
置
き
し
杉
板
を
観
音
寺
に
取
寄

せ
、
更
に
共
巾
、
二
間
を
手
許
に
触
り
届
け
ん
事
を
嘱
せ

る
も
の
あ
り
○
こ
れ
を
以
て
考
ふ
る
に
、
寺
は
鴬
時
其
専

属
の
船
舶
水
夫
を
有
し
て
湖
上
運
輸
の
事
に
從
ひ
つ
、
め

り
し
ご
察
せ
ら
る
○
此
頃
六
角
氏
は
近
江
南
宇
國
の
守
護

こ
し
て
、
蒲
些
郡
槻
音
寺
城
に
居
り
、
管
内
に
土
倉
し
つ

、
あ
り
、
而
し
て
観
音
寺
は
近
く
支
那
渡
を
擁
し
、
東
山

東
海
よ
り
湖
上
を
航
し
て
京
都
に
往
復
す
べ
き
要
津
に
當

り
居
た
れ
ば
、
守
護
の
保
護
の
下
に
湖
上
の
蓮
輸
を
掌
り

つ
ら
ん
」
さ
れ
ご
當
時
は
莫
管
轄
未
だ
湖
上
の
全
面
に
及

ば
ざ
り
し
か
ご
思
は
る
。

　
永
轍
の
末
も
信
長
、
義
昭
を
奉
じ
て
上
洛
せ
し
ょ
り
後

第
一
巻
　
　
離
　
纂
　
　
槻
音
謙
丈
書
に
つ
い
て

本
國
ご
京
都
こ
の
頻
繁
な
る
往
復
に
舟
運
を
利
用
す
る
の

便
宜
は
槻
音
寺
の
助
力
に
待
ち
し
こ
ご
多
大
な
り
し
や
に

興
せ
ら
る
○
八
月
二
日
明
智
光
秀
の
御
寺
に
宛
て
し
書
朕

に
、
三
雲
へ
の
飛
脚
の
急
達
に
つ
き
て
斡
旋
を
求
め
、
信

長
出
陣
の
1
1
を
告
げ
て
共
援
助
を
請
へ
る
も
の
あ
b
、
書

中
「
誠
毎
度
御
無
心
之
儀
守
髄
へ
共
共
元
無
案
内
之
儀
申

事
頼
入
候
云
々
」
こ
い
へ
る
が
如
き
、
如
何
に
委
任
の
重

か
り
し
か
を
想
ふ
べ
し
Q
さ
れ
ば
信
長
が
近
江
を
李
定
せ

し
後
次
第
に
湖
上
全
部
の
手
捌
に
關
す
る
特
灌
を
観
音
寺

に
與
ふ
る
に
至
り
し
事
は
極
め
て
有
勝
の
事
な
り
こ
す
。

　
天
正
十
年
六
月
二
日
、
光
秀
、
信
長
を
聾
し
、
尋
で
秀
．

吉
の
認
め
に
避
難
せ
レ
ら
る
。
其
後
織
田
氏
の
宿
特
等
清
洲

の
會
議
に
於
て
、
信
忠
の
子
秀
信
を
奉
じ
て
近
江
三
十
一

萬
石
を
領
せ
し
め
、
惟
任
（
輪
蔵
）
長
秀
に
若
狡
及
び
近
江

高
島
志
賀
三
郡
を
領
せ
し
む
る
事
こ
な
り
、
長
秀
は
坂
本

城
に
居
り
し
が
、
當
時
三
音
寺
も
其
管
下
に
属
し
把
り
し

か
、
十
月
六
日
、
長
秀
の
同
寺
に
與
へ
し
領
地
方
目
録
に

第
三
號
　
　
　
一
二
三
　
（
五
一
〇
）



第
一
魅
　
　
雑
　
纂
　
　
三
音
寺
丈
害
に
つ
い
ず
、

は
蕊
浦
本
知
ご
し
て
四
百
七
拾
石
（
天
正
八
年
九
月
十
七

H
の
寺
領
指
出
目
録
に
は
墾
百
四
拾
萱
石
外
に
佐
甚
九
代

官
所
分
解
百
七
拾
石
此
内
頁
五
拾
石
取
持
分
ご
あ
り
及
び

志
那
覇
織
を
進
む
る
こ
ご
見
え
飽
り
。
所
謂
佐
甚
九
は
佐

久
間
甚
九
郎
な
り
）
こ
れ
に
披
っ
て
盆
支
那
渡
に
槻
壱
寺

所
属
の
船
舶
あ
ら
し
を
見
る
べ
く
、
而
か
も
こ
は
在
々
の

も
の
を
改
め
て
安
堵
せ
み
こ
ご
な
れ
ば
、
既
往
に
於
て
も

観
音
寺
の
舟
奉
行
π
る
機
闘
に
供
せ
ら
れ
つ
、
め
り
し
か

ご
思
は
る
。
さ
れ
ば
秀
省
の
時
に
は
更
に
此
前
樺
を
湖
上

全
面
に
伸
張
せ
し
め
、
こ
れ
に
加
ふ
る
に
共
富
源
こ
せ
る

近
江
の
直
轄
地
の
代
官
を
命
じ
て
、
こ
、
に
我
寺
院
史
上

特
殊
の
一
新
例
を
開
く
こ
ご
、
な
り
し
も
の
な
ら
ん
。

　
　
　
　
穴

　
思
ふ
に
室
町
時
代
殊
に
所
謂
載
國
時
代
は
赴
會
階
級
の

最
も
混
声
を
極
め
し
時
代
に
し
て
、
武
士
ご
一
般
庶
民
（

土
民
）
こ
の
聞
に
過
去
の
如
き
身
分
上
の
等
差
を
存
せ
ざ

う
し
の
み
な
ら
す
、
僧
侶
ご
俗
人
こ
も
亦
こ
れ
ご
同
じ
く
、

第
三
號
　
＝
一
四
（
五
一
一
）

前
者
は
政
治
7
法
制
。
粟
野
。
商
業
等
種
々
な
る
世
間
の
俗
・

務
に
關
與
し
π
り
し
な
り
○
親
仁
寺
の
江
州
代
官
托
り
し

は
勿
論
、
其
湖
水
舟
奉
行
把
り
し
も
亦
此
時
代
の
産
物
ξ

し
て
見
る
べ
く
、
決
し
て
人
畜
二
度
こ
い
ふ
が
如
き
宗
敷

的
観
念
に
基
因
せ
る
も
の
に
て
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
而
か

も
超
俗
の
分
離
を
見
た
り
し
江
戸
時
代
に
於
て
渉
貞
享
年

間
に
至
る
迄
も
、
此
法
制
上
の
墾
態
盛
る
前
代
の
遺
風
が
　
．

依
然
こ
し
て
縫
績
せ
ら
れ
翻
り
し
は
、
確
に
一
異
彩
を
放
．

て
る
も
の
こ
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
す
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

朝
鮮
史
の
栞
　
（
第
一
同
）

　
　
　
　
　
交
學
士
今
西
　
　
　
龍

本
稿
は
史
學
に
興
昧
を
有
し
朝
鮮
吏
を
特
別
に
或
稚

度
ま
で
知
ら
ん
ご
欲
す
る
入
の
爲
に
起
稿
せ
し
も
の

な
り
Q
其
麺
俗
に
し
て
實
際
に
適
切
な
ら
ん
事
は
本

篇
の
主
旨
な
り
こ
す
Q
本
篇
先
づ
面
訴
史
の
大
系
を

成
す
吏
籍
に
就
て
説
明
し
、
次
に
特
殊
の
事
項
を
調


